
法と情報研究会・第 5 回公開研究報告会（ご案内） 

日 時：2026 年 3 月 8 日(日）午後 12:30 ～ 

場 所：明治大学駿河台校舎リバティタワー 8 階 1085 教室 

 https://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/access.html 

参 加：自由。教室収容人員（上限 100 名程度）を超えたときはご容赦ください。 

参加費：無料（懇親会は、招待者を除き、有料・会費制） 

 

プログラム（敬称等略・演題は後日公表） 

12:00 開場 

12:30 開催挨拶・趣旨説明 丸橋透（明治大学法学部専任教授） 

12:45 新保史生（慶應義塾大学総合政策学部教授）「夏井高人訳にみる「規則

(EU) 2024/1689（人工知能法）」の正確な読解」 

13:40 休憩 

13:45 金子敏哉（明治大学法学部専任教授）「著作権・商標権侵害に係る損害額の

近時の算定動向（仮））」 

14:40 休憩 

14:45 小西知世（明治大学法学部専任教授）「AI 利用におけるヒューマンインザ

ループと医師法 17 条」 

15:40 休憩 

15:50 夏井高人（明治大学法学部専任教授）「単一化と処理主義の時代」 

17:20 終了挨拶 佐々木秀智（明治大学法学部専任教授） 

17:30 懇親会 ナポリの下町食堂 

https://maps.app.goo.gl/3WmYhXWQUijWGuPGA 

 

※ 懇親会参加希望の方は、https://forms.office.com/r/w23FU8Cuc7 より 3 月 1 日までに

お申込みください。ただし、会場定員に達した時点で事前予約を打ち切ります。 

※ 運営責任者は、丸橋透（明治大学法学部専任教授） 

※ 全体の司会は、横田明美（明治大学法学部専任教授）が担当。 

※ 研究報告会の会場マネジメントは、黒澤睦（明治大学法学部教授）が担当。 

※ 懇親会の会計等は、金子敏哉が担当。 

※ 詳細は、追って、順次、下記のサイトで広報します。 

http://cyberlaw.la.coocan.jp/index2.html 
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